
業態転換環境整備支援事業費補助金実施要領

（通則）

第１条 業態転換環境整備支援事業費補助金の実施については、秋田県財務規則（昭和３９年秋田県規則

第４号）及び秋田県産業労働部商業貿易課関係補助金等交付要綱（以下「交付要綱」という。）による

ほか、この要領の定めるところによる。

（目的）

第２条 この事業は、非対面型・非接触型など新たな生活様式に対応した業態の転換に取り組み、事業継

続や更なる成長を目指す中小企業を支援することにより、県内産業の活性化に資することを目的とする。

（定義）

第３条 この要領において、「中小企業者」とは、「中小企業等経営強化法」（平成１１年法律第１８号）

第２条第１項に規定する者及びその規定する者が複数で構成するグループ（任意団体を含む。）（以下

「グループ」という。）ただし、次のいずれかに該当するものを除く。

（１）発行済み株式の総数又は出資金額の総額の２分の１以上を同一の大企業が所有するもの。

（２）発行済み株式の総数又は出資金額の総額の３分の２以上を複数の大企業で所有するもの。

（３）大企業の役員又は職員を兼ねている者が、役員総数の２分の１以上を占めるもの。

（４）現在営んでいる事業の業種が別表１に該当するもの。

２ この要領において、「大企業」とは、中小企業等経営強化法第２条第１項第１号から第５号までのい

ずれかに該当する者以外のもの（会社及び個人に限る。）であって事業を営む者をいう。

（補助対象事業者）

第４条 補助金の対象となる事業者は、次に掲げる全ての事項に該当するものとする。

（１）中小企業者であること。

（２）県内に主たる拠点を有し、かつ県内において１年以上の事業実績があること。

（３）次の欠格事項に該当していないこと。

ア 国税又は地方税の滞納があるもの。ただし課税庁が認めた納入計画を立てているものを除く。

イ 秋田県又は公的金融機関（以下「債権者」という。）からの融資（間接融資を含む）等を受け

ている場合、その債務の履行を怠り又は滞っているもの。ただし、債権者が認めた返済計画があ

るものを除く。

ウ 中小企業者及びその役員が、暴力団等の反社会的勢力であるもの。また、反社会的勢力と関係

を有しているもの。

（補助金事業等等）

第５条 補助金の対象となる事業は、次に掲げる全ての事項に該当する事業とし、補助対象経費、補助率、

補助限度額及び補助対象期間は別表２のとおりとする。

（１）応募する事業は、新たな生活様式に対応することを目的に販売方法やサービスの提供方法を変更

又は追加する事業であること。

（２）応募する事業に係る事業計画の主たる拠点が秋田県内であること。

（３）応募する事業が、応募日以前に本補助金の採択を受けていないこと。

（４）応募する事業が、国又は県の他の補助金等の採択を受けていないこと。

（応募方法等）

第６条 本補助金に応募する者は、知事が別に定める期間内に、様式第１号から第４号（以下「応募書」

という。）を知事に提出するものとする。

２ 応募書の提出先は商業貿易課とする。

（応募書の審査等）

第７条 前条により応募された事業の採択は、別に定める審査委員会により審査を行い、知事が決定する。



２ 採択の決定に際し、知事は、計画の一部の修正を命じ、又は条件を付すことができる。

３ 第１項による審査の結果は、審査終了後、速やかに書面により通知する。

（採択の取消し）

第８条 知事は、前条第１項により採択を決定した者（以下「採択者」という。）が次の各号のいずれかに

該当する場合は、採択を取り消すことができる。

（１）様式第２号に基づく事業を確実に実施することができないと認められるとき。

（２）偽りその他不正な手段により採択されたとき。

（補助金の交付申請）

第９条 採択者は、第７条第３項の通知を受けた後、知事が定める日までに交付要綱第２条に定める補助

金等交付申請書を提出するものとする。

２ 交付要綱第２条第２項第１号に定める事業実施計画書及び同項第２号に定める収支予算書 は、様式

第２号とする。

３ 交付要綱第４条第１項に定める交付の決定の通知を受けた者（以下「補助事業者」という。）は、原

則として、同項の交付の決定の通知を受けた日以後に補助事業に着手するものとする。ただし、事業の

効果的な実施を図る上で、緊急やむを得ない事情により交付決定前に着手する必要があり、当該事業に

ついて事業の内容が的確である場合には、応募書の提出と併せて、交付要綱第５条第１項に定める交付

決定前着手届を知事に提出したのちに着手することができるものとする。

（債権譲渡の禁止）

第 10 条 補助事業者は、交付要綱第４条第１項の規定に基づく交付決定によって生じる権利の全部又は一

部を知事の承諾を得ずに、第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。

（実績報告等）

第 11 条 交付要綱第７条第２項第１号に定める事業実績書は様式第５号によるものとする。

２ 交付要綱第７条第２項第３号に定める書類は、様式第６号及び別表３に掲げるものとする。

（補助金の経理等）

第 12 条 補助事業者は、補助事業に係る経理等について、常にその収支を明確にした証拠書類を整理し、

かつ、これらの書類を最後の交付決定があった日の属する年度の終了後５年間保存しなければならない。

（事業実施状況報告）

第 13 条 補助事業者は、補助事業計画の完了した日の属する年度の翌年度から５年間、各年度終了後３ヵ

月以内に当該補助事業に係る過去１年間の事業実績等について、様式第７号により別表４に掲げる書類

を添え、知事に報告しなければならない。

（財産の管理等）

第 14 条 補助事業者は、補助対象経費（補助事業の一部を第三者に実施させた場合における対応経費を含

む。）により取得し、又は効用の増加した財産（以下「取得財産等」という。）については、補助事業の完

了後においても、善良な管理者の注意をもって管理し、補助金の交付の目的に従って、その効率的運用を

図らなければならない。

２ 補助事業者は、取得財産等について、様式第８号を備え管理しなければならない。

３ 補助事業者は、当該年度に取得財産等があるときは、第１１条第２項に定める書類に様式第８号を添付

しなければならない。

４ 知事は、補助事業者が取得財産等を処分することにより収入があり、又はあると見込まれるときは、そ

の収入の全部若しくは一部を県に納付させることがある。



（財産処分の制限）

第 15 条 知事は、交付要綱第１０条の承認をする場合に、当該財産を取得するために支出した経費の中で、

当該財産に係る補助金の額の占める比率を乗じて得た額を上限として、納付（補助金の返還）を補助事

業者に対して命ずることができる。納付額に関しては、下記のとおりとする。

（１）補助事業者に財産の処分による収入金があったとき、当該収入金又は当該財産の残余価格のいず

れか高い額に対して当該財産に係る補助金の額の占める比率を乗じて得た額を上限とする。

（２）補助事業者に財産処分による収入金がないときは、当該財産の残余価格に対して当該財産に係る

補助金の額の占める比率を乗じて得た額を上限とする。

（収益納付）

第 16 条 知事は、事業実施状況報告書（様式第７号）から、本事業の成果の事業化又は知的財産権の譲渡

又は実施権設定及びその他当該事業の実施結果の他への供与により収益が得られたと認められる場合に、

補助金額を上限として収益納付を補助事業者に対して命ずることができる。

（その他）

第 17 条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

附 則

この要領は、令和３年４月１日から施行する。



別表１（第３条関係）

（平成２５年１０月改訂「日本標準産業分類」による。）

別表２（第５条関係）

別表３（第 11条関係）

別表４（第13条関係）

１ 農業、林業（大分類Ａに含まれるもの。ただし、農業サービス業、園芸サービス業、素材生産

業および林業サービス業は除く。）

２ 漁業（大分類Ｂに含まれるもの。）

３ 金融・保険業（大分類Ｊに含まれるもの。ただし、保険媒介代理業および保険サービス業は除

く。）

４ 医療・福祉（大分類Ｐ）の医療業のうち、病院（小分類８３１）、一般診療所（小分類８３２）、

歯科診療所（小分類８３３）

５ 医療・福祉（大分類Ｐ）の社会保険・社会福祉・介護事業（中分類８５）

６ 以下のサービス業

⑴ 風俗営業・性風俗特殊営業等、「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」（昭

和２３年７月１０日、法律第１２２号）により規制の対象となるもの。）

⑵ 競輪・競馬等の競走場、競技団（小分類８０３に含まれるもの。）

⑶ 場外馬券売場等、競輪競馬等予想業（細分類８０９６に含まれるもの。）

⑷ 興信所（専ら個人の身元、身上、素行、思想調査等を行うものに限る。）

（細分類７２９１に含まれるもの。）

⑸ 集金業、取立業（公共料金またはこれに準じるものは除く。）

⑹ 易断所、観相業、相場案内業（細分類７９９９に含まれるもの。）

⑺ 宗教（中分類９４に含まれるもの。）

⑻ 政治・経済・文化団体（中分類９３に含まれるもの。）

補助対象経費 補助率 補助限度額 補助対象期間

専門家謝金（総事業費の 1/5 以内）、専門

家旅費、消耗品費、役務費、外注費、公的

認証等取得経費、機械器具等導入費、広告

宣伝費（総事業費の 1/3 以内）、その他知

事が必要かつ適当と認める経費

ただし、汎用性の高いものに係る経費は対

象外とする。

補助対象経費

の 1/2 以内

ただし、グルー

プの場合は2/3

以内

１００万円 交付決定の日から

令和４年２月28日

まで

① 見積書又は仕様等が確認できる書類（軽微なものは省略可能）

② 請求書又は請求額が確認できる書類（軽微なものは省略可能）

③ 銀行振込の利用明細又は領収書

④ その他、債務の発生事実及び支払いにあたって作成又は取得した一切の書類

直近期末の決算関係書類（貸借対照表、損益計算書、販売費及び一般管理費内訳書）


